
【重要】臨時休館 再々延長のお知らせ 
 

平素よりユースプラザ KOBE・EAST をご利⽤いただきありがとうございます。 

2 ⽉ 25 ⽇に厚⽣労働省から発表された「新型コロナウイルス感染症対策の基本⽅針」を踏まえ、

ユースプラザ KOBE・EAST も臨時休館を⾏って参りましたが、4 ⽉ 7 ⽇に「緊急事態宣⾔」が

発令されたことを受け、臨時休館の期間を 5 ⽉ 6 ⽇（⽔）まで再々延⻑することとなりました。 

利⽤者の⽅々には⼤変ご迷惑、ご不便をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願い

申し上げます。 

 

なお、今後の状況によっては 5 ⽉ 7 ⽇以降も引き続き休館となる可能性もございます。運営の

再開につきましては、ホームページ上で情報を更新させていただきますので 5 ⽉ 7 ⽇までにご確

認いただきますようお願いいたします。 

 

⼀⽇も早い収束と皆様のご健康をユースプラザ KOBE・EAST スタッフ⼀同祈っております。 

 
● 臨時休館の期間 
2020 年 3 ⽉ 3 ⽇（⽕）〜 5 ⽉ 6 ⽇（⽔） 

※休館期間が再々延⻑となりました。 

・ 休館期間中はフリースペース、有償施設をご利⽤いただくことはできません。 

・ 休館期間中に⾏われる全てのユースプラザ主催プログラムは休講となります。 

・ 5/7 以降も臨時休館が延⻑となる可能性があります。情報が分かり次第、HP 上でお知らせさ

せていただきます。 

 
● 休館期間中のご連絡先 
施設のご予約やお問合せは、下記電話受付時間にご連絡ください。 

・ 5/6（⽔）までの⼟・⽇・祝を除く平⽇ 電話受付時間 11：00〜19：00 
※ 期間中の⼟・⽇・祝はユースプラザでの電話受付を⾏いません。 

※ 5/6 まで御影クラッセ専⾨店は臨時休館しております。（阪神・御影と阪急オアシスは営業中） 

 
2020/4/8 ユースプラザ KOBE・EAST 

（運営主体：公益財団法⼈神⼾ YMCA） 


